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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検眼からの反射光を光学系を介して受光し前記被検眼の像を撮像する撮像手段と、
　前記光学系に配置されるフォーカスレンズと、
　前記フォーカスレンズを駆動するフォーカスレンズ駆動手段と、
　前記フォーカスレンズの駆動量を指定するフォーカス操作手段と、
　前記フォーカス操作手段におけるフォーカス操作量に応じた前記フォーカスレンズ駆動
手段による前記フォーカスレンズの駆動量を決定する際に用いる複数の係数を有する記憶
手段と、
　前記被検眼の眼底を撮影する眼底撮影モードと、前記被検眼の前眼部を撮影する前眼部
撮影モードと、の何れかの撮影モードを選択する撮影モード選択手段と、
　前記撮影モード選択手段により選択された撮影モードに応じて前記複数の係数から係数
を選択することによって、前記フォーカスレンズの駆動量を変更する制御手段と、
を備えることを特徴とする眼科撮影装置。
【請求項２】
　前記フォーカスレンズ駆動手段は、電動モーターおよびボールネジにより前記フォーカ
スレンズを光軸方向に直線状に動作させることを特徴とする請求項１に記載の眼科撮影装
置。
【請求項３】
　前記前眼部撮影モードにおける前記フォーカス操作量に応じた前記フォーカスレンズの
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駆動量が前記眼底撮影モードにおける前記フォーカス操作量に応じた前記フォーカスレン
ズの駆動量よりも大きくなるように、前記係数を選択することを特徴とする請求項１又は
２に記載の眼科撮影装置。
【請求項４】
　前記前眼部撮影モードにおいて前記フォーカスレンズが停止しているフォーカス位置を
記憶するフォーカス位置記憶手段と、
　前記フォーカス位置記憶手段に記憶されている前記フォーカス位置を呼び出して前記フ
ォーカスレンズを前記フォーカス位置に復帰させるフォーカス位置復帰手段と、を更に備
え、
　前記フォーカス位置記憶手段に前記フォーカス位置が記憶されている場合は、前記選択
される係数をフォーカス位置微調整用の係数に決定することを特徴とする請求項１乃至３
の何れか１項に記載の眼科撮影装置。
【請求項５】
　前記被検眼の視度を補正する視度補正手段と、
　前記視度補正手段を用いる場合と用いない場合とを切り替える視度補正の切り替え手段
と、を更に備え、
　前記視度補正の切り替え手段は前記撮影モード選択手段が選択した前記撮影モードに応
じて、前記視度補正手段の切り替えを行なうことを特徴とする請求項１乃至４の何れか１
項に記載の眼科撮影装置。
【請求項６】
　被検眼からの反射光を光学系を介して受光し前記被検眼の像を撮像する撮像手段と、 
　前記光学系に配置されるフォーカスレンズと、
　前記フォーカスレンズを駆動するフォーカスレンズ駆動手段と、
　前記フォーカスレンズの駆動量を指定するフォーカス操作手段と、
　前記フォーカス操作手段におけるフォーカス操作量に応じた前記フォーカスレンズ駆動
手段による前記フォーカスレンズの駆動量を決定する際に用いる複数の係数を有する記憶
手段と、
　前記被検眼の眼底を撮影する眼底撮影モードと、前記被検眼の前眼部を撮影する前眼部
撮影モードと、の何れかの撮影モードを選択する撮影モード選択手段と、を備える眼科撮
影装置において、
　前記撮影モード選択手段により前記撮影モードを選択する工程と、
　前記選択された前記撮影モードに応じて、前記複数の係数から前記フォーカスレンズの
駆動量の決定に用いる係数を選択し、前記選択された係数を用いて前記フォーカスレンズ
の駆動量を変更する工程と、
　前記フォーカス操作手段により前記フォーカスレンズの駆動量を指定した際に、前記変
更された前記フォーカスレンズの駆動量に応じて、前記フォーカスレンズ駆動手段に前記
フォーカスレンズを駆動させる工程と、
を含むことを特徴とする眼科撮影装置の制御方法。
【請求項７】
　前記フォーカスレンズは前記撮像手段が受光する前記反射光の光軸方向に直線状に動作
されることを特徴とする請求項６に記載の眼科撮影装置の制御方法。
【請求項８】
　前記フォーカスレンズの駆動量を変更する工程において、前記前眼部撮影モードにおけ
る前記フォーカス操作手段に応じた前記フォーカスレンズの駆動量が前記眼底撮影モード
における前記フォーカス操作量に応じた前記フォーカスレンズの駆動量よりも大きくなる
ように、前記係数を選択することを特徴とする請求項６又は７に記載の眼科撮影装置の制
御方法。
【請求項９】
　前記前眼部撮影モードにおいて前記フォーカスレンズが停止しているフォーカス位置を
記憶する工程と、
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　記憶されている前記フォーカス位置を呼び出して前記フォーカスレンズを前記フォーカ
ス位置に復帰させる工程と、を更に含み、
　前記フォーカス位置が記憶されている場合は、前記係数をフォーカス位置微調整用の係
数に決定することを特徴とする請求項６乃至８の何れか１項に記載の眼科撮影装置の制御
方法。
【請求項１０】
　前記前眼部撮影モードが選択された場合に、前記撮像手段が受光する前記反射光の光軸
上に、前記被検眼の視度を補正する視度補正手段を挿入する工程を更に含むことを特徴と
する請求項６乃至９の何れか１項に記載の眼科撮影装置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項６乃至１０の何れか１項に記載の制御方法の各工程をコンピュータに実行させる
ことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、眼科撮影装置に関するものであり、特に、被検眼の前眼部を撮影することが
できる眼科撮影装置、その制御方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、被検眼の眼底と前眼部とを観察および撮影することができる眼底カメラが知
られている。特許文献１に開示された眼底カメラは、前眼部を撮影する際に、被検眼と眼
底カメラとの間の間隔を離すと共に、被検眼像と撮像面のピントを合せているフォーカス
レンズを遠視方向に移動させることで、前眼部の撮影にも対応させている。
【０００３】
　また、特許文献２に開示された眼底カメラでは、前眼部撮影への切換え操作を容易にす
るため、前眼部撮影時には視度補正用のレンズを入れるとともにフォーカスレンズを所定
の位置に自動的に動かすようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－３１７６２８号公報
【特許文献２】特開２０１２－５０５９２号公報
【特許文献３】特許第４４３０３７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献２に開示された眼底カメラは、大多数の検者に対して操作を容易化するが、前
眼部撮影では、検者によっては、主関心領域が虹彩部にある場合、眼瞼部にある場合など
様々である。これらの全てのニーズをカバーしようとするとフォーカス調整可能範囲を広
く取る必要がある。
【０００６】
　特許文献３の眼底カメラでは、前眼部撮影の広いフォーカス調整範囲に対応するため、
以下の技術が開示されている。鏡筒の回転をフォーカスレンズの光軸に沿った直線移動に
変換する鏡筒カム機構を有し、眼底撮影に対応するフォーカス領域と前眼部撮影に対応す
るフォーカス領域とで鏡筒カムの傾きを変え、さらに鏡筒の単位回転角に対する鏡筒カム
の傾きを、前眼部撮影に対するフォーカス領域で大きくしている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献３の技術では、前眼部撮影と眼底撮影とで別のフォーカス領域
を使用するため、フォーカスレンズの駆動領域を広く取る必要が有り、装置が大型化する
と言う問題が有った。
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【０００８】
　また、鏡筒カムが必要なためにコストが高いという問題が有った。
　また、前眼部撮影時と眼底撮影時における鏡筒単位回転角に対するフォーカスレンズ駆
動量に柔軟性を持たせられないため、これらの場合のマニュアルフォーカス時の操作性設
定の自由度が少ないという問題が有った。
【０００９】
　本発明の目的は、前眼部撮影と眼底撮影におけるマニュアルフォーカスの操作性が好適
な眼科撮影装置を安価に提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するために、本発明に係る眼科撮影装置は、
　被検眼からの反射光を光学系を介して受光し前記被検眼の像を撮像する撮像手段と、
　前記光学系に配置されるフォーカスレンズと、
　前記フォーカスレンズを駆動するフォーカスレンズ駆動手段と、
　前記フォーカスレンズの駆動量を指定するフォーカス操作手段と、
　前記フォーカス操作手段におけるフォーカス操作量に応じた前記フォーカスレンズ駆動
手段による前記フォーカスレンズの駆動量を決定する際に用いる複数の係数を有する記憶
手段と、
　前記被検眼の眼底を撮影する眼底撮影モードと、前記被検眼の前眼部を撮影する前眼部
撮影モードと、の何れかの撮影モードを選択する撮影モード選択手段と、
　前記撮影モード選択手段により選択された撮影モードに応じて前記複数の係数から係数
を選択することによって、前記フォーカスレンズの駆動量を変更する制御手段と、を備え
ることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、前眼部撮影と眼底撮影におけるマニュアルフォーカスの操作性が好ま
しい眼科撮影装置を安価に提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施例１の眼科撮影装置の構成図である。
【図２】実施例１でのフォーカス領域を模式的に表した図である。
【図３】実施例１の眼科撮影装置の動作フローチャート図である。
【図４】実施例２の眼科撮影装置の構成図である。
【図５】実施例２でのフォーカス領域を模式的に表した図である。
【図６】実施例２の眼科撮影装置の動作フローチャート図である。
【図７】実施例３の眼科撮影装置の構成図である。
【図８】実施例３でのフォーカス領域を模式的に表した図である。
【図９】実施例３の眼科撮影装置の動作フローチャート図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
［実施例１］
　図１は眼科撮影装置として用いられる実施例１の眼底カメラの構成図を示している。本
実施例の眼底カメラは無散瞳眼底カメラであり、被検眼Ｅに対し前方に配置された眼底カ
メラ内には、例えば赤外ＬＥＤから成る赤外光を照射する観察光源１から被検眼Ｅに対応
して配置された対物レンズ２に至る観察照明光学系が設けられている。この観察照明光学
系には、観察光源１、ダイクロイックミラー３、リレーレンズ４、孔あきミラー５が順次
に配列されている。また、ダイクロイックミラー３の入射方向には、撮影照明光学系とし
てキセノン管から成る撮影光源６が配置されている。
【００１４】
　孔あきミラー５の後方には撮影光学系として、光軸方向に移動しフォーカスを調整する



(5) JP 6224910 B2 2017.11.1

10

20

30

40

50

フォーカスレンズ７が配置されている。このフォーカスレンズ７の光軸の延長上の眼底カ
メラには、撮像部８が配列されている。撮像部８は、ＣＣＤやＣＭＯＳセンサーなどの撮
像素子であって、被検眼像を受光でき、可視光領域から不可視（近赤外）光領域までの感
度を有し、かつ動画および静止画出力が可能である。
【００１５】
　このような、対物レンズ２から撮像部８に至る光学系で観察撮影光学系を構成している
。撮像部８は、本発明において、被検眼Ｅにより反射されたその反射光について、該観察
撮影光学系を介して受光し、且つ該被検眼Ｅの像を撮像する撮像手段に対応する。フォー
カスレンズ７は、前述したようにこの光学系に配置される。
【００１６】
　また、眼底カメラは、撮像部８からの動画または静止画を表示するモニタ９およびシス
テム全体を制御する制御部１０を含んでおり、上述した撮像部８は制御部１０に接続され
ている。
【００１７】
　制御部１０の出力は駆動回路１１、１２を介して、観察光源１、撮影光源６にそれぞれ
接続されている。また、制御部１０はレリーズスイッチ１９にも接続されている。制御部
１０はワンチップマイコンなどで構成される。
【００１８】
　また、制御部１０は、駆動回路１３を介してフォーカスレンズ駆動用のアクチュエータ
ー１４に接続されている。アクチュエーター１４は公知の電動モーターであるステッピン
グモーターで構成されており、制御部１０から与えられる指令値である駆動パルス数に比
例した量、回転する。アクチュエーター１４は軸の回転に応じて、接続されているボール
ネジ１５を回転させ、回転に応じてボールネジ１５上のナットに固定されたフォーカスレ
ンズ７を光軸方向に直線状に駆動させる。これらフォーカスレンズ７を反射光の光軸に沿
って移動させる構成は、本発明におけるフォーカスレンズ駆動手段に対応する。
【００１９】
　制御回路１０は、また駆動回路１６を介してアクチュエーター１７に接続されている。
アクチュエーター１７は駆動されると視度補正レンズ１８を撮影光路内に挿脱する。視度
補正レンズ１８が光路内に入っていない状態で眼底撮影用光学系となり、被検眼Ｅの眼底
Ｅｒの像を撮影可能となる。
【００２０】
　視度補正レンズ１８が撮影光路内に入っている状態では前眼部撮影用となり、被検眼Ｅ
の虹彩や強膜（白目部分）、眼瞼部等の前眼撮影が可能となる。視度補正レンズ１８は、
本発明において被検眼Ｅの視度を補正する視度補正手段の一態様として例示される。
　視度補正可能な眼底カメラでは、通常、視度補正レンズとして、強度近視用と強度遠視
用の二種を有し、眼底撮影時に必要な方を光路内に挿入する。
【００２１】
　前眼撮影に関しては光路内に挿入する視度補正レンズは強度遠視用のものであり、図１
では説明を簡単にするため、強度遠視用視度補正レンズのみを視度補正レンズ１８として
図示している。
【００２２】
　１９、２０は制御部１０に接続されたスイッチで、１９はレリーズスイッチ、２０は眼
底撮影・前眼部撮影切り替えスイッチである。
　レリーズスイッチ１９が押されると、制御部１０は撮像部８レリーズ信号を送信し、こ
れにより撮像部８にて静止画の撮影動作が行われる。
【００２３】
　２１は手動の回転操作によりフォーカスの調整を行うための操作部材であるフォーカス
ダイヤルである。手動操作されると、公知の二相式パルスエンコーダーなどにより回転方
向と回転量が操作量検出部２２で検出され、制御部１０に入力される。このフォーカスダ
イヤル２１は、本発明においてフォーカスレンズ７の駆動量を指定するフォーカス操作手
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段の一態様として例示される。
【００２４】
　図２は、フォーカスレンズ７の撮影光軸方向についてのメカニカルな可動範囲と、眼底
撮影時のフォーカスに使用する範囲、および前眼部撮影時のフォーカスに使用する範囲と
の関係を模式的に説明する図である。
　眼底撮影時は被検眼の視度０Ｄ（ディオプター）を基準に近視方向と遠視方向に所定の
被検眼の視度に対応するフォーカス範囲を有する。
【００２５】
　前眼部撮影では、視度補正レンズ１８が光路内に挿入されるので０Ｄ基準ではないが、
検者による主関心領域は、虹彩部にある場合や眼瞼部にある場合など様々であり、かつ前
眼部のどの範囲を撮影したいかなど画角に対する要求も様々である。多くの要求に対応し
ようとすると、図２のように、前眼部撮影時フォーカス使用範囲は、眼底撮影時フォーカ
ス使用範囲よりも広くする必要がある。
【００２６】
　このため、前眼部撮影と眼底撮影とでフォーカスダイヤル２１の操作量に対するフォー
カスレンズ７の光軸方向移動量（以下、操作敏感度と呼ぶ）を等しくしておくと、前眼部
撮影時はフォーカスダイヤル２１を多く操作することになり、操作性が悪い。
【００２７】
　図３は実施例１の眼底カメラの動作を説明するフローチャートである。実際には制御部
１０を構成するワンチップマイコンのプログラムとして実装される。なお、本発明に係る
眼科撮影装置の実施例として示される眼底カメラは、被検眼の眼底を撮影する眼底撮影モ
ードと被検眼の前眼部を撮影する前眼部撮影モードとを有している。
【００２８】
　先ず、電源が投入され動作がスタートすると、図３のステップＳ１において制御部１０
の内部状態の初期化等を行う。
【００２９】
　次にステップＳ２に進み、眼底カメラのスイッチ操作が行われるのを待つ。スイッチ操
作がされるまでこのステップＳ２を繰り返し、スイッチ操作が行われるとステップＳ３に
進み、操作されたスイッチを識別する。
【００３０】
　次にステップＳ４に進み、操作されたスイッチが前眼部撮影・眼底撮影切り替えスイッ
チ２０であるか否かを判断する。この前眼部撮影・眼底撮影切り替えスイッチ２０とこれ
による操作に応じて撮影モードを切り替えるための構成は、本発明において撮影モード選
択手段として機能する。前眼部撮影・眼底撮影切り替えスイッチ２０であった場合はステ
ップＳ５に進む。ステップＳ５では、制御部１０内のメモリに記憶されている、現在前眼
部撮影・眼底撮影切り替えスイッチ２０により指示されている撮影光学系の状態が参照さ
れる。
【００３１】
　ステップＳ５で前眼部撮影状態であったと判定された場合は、ステップＳ６に進み、駆
動回路１６およびアクチュエーター１７を介して、視度補正レンズ１８を撮影光路内に挿
入する。そしてステップＳ７に進み、現在が前眼部撮影状態であることを制御部１０内の
メモリに記憶する。そして、ステップＳ２に戻る。
【００３２】
　ステップＳ５で前眼部撮影状態でないと判定された場合（眼底撮影状態の場合）は、ス
テップＳ８に進み、駆動回路１６およびアクチュエーター１７を介して、視度補正レンズ
１８を撮影光路内から退出させる。そしてステップＳ９に進み、現在が前眼部撮影状態で
あることを制御部１０内のメモリに記憶する。そして、ステップＳ２に戻る。
【００３３】
　ステップＳ４において、操作されたのが前眼撮影・眼底撮影切り替えスイッチ２０で無
かった場合は、ステップＳ１０に進む。操作されたスイッチがフォーカスダイヤル２１で
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なかった場合は、ステップＳ１１に進み、制御部１０は操作されたスイッチに対応した必
要な内部処理を行う。
【００３４】
　フォーカスダイヤル２１であった場合にはステップＳ１２に進み、制御部１０内のメモ
リに記憶されている、現在撮影切り替えスイッチ２０により指示されている撮影光学系の
状態が参照される。
【００３５】
　前眼部撮影状態であったときには、ステップＳ１３に進み、フォーカスダイヤルの単位
操作角に対するフォーカスレンズ７の駆動量に相当する操作敏感度として前眼部撮影操作
敏感度ａを設定する。そしてステップＳ１５に進む。
【００３６】
　ステップＳ１２において、眼底撮影状態であった場合はステップＳ１４に進み、操作敏
感度として眼底撮影操作敏感度ｂを設定する。そしてステップＳ１５に進む。
　操作敏感度に関しては前眼部撮影操作敏感度の方が大きく取られ、
　　ａ　＞　ｂ　　　（１）
の関係がある。
【００３７】
　ステップＳ１５では、フォーカスダイヤル２１の操作量ｐに対して、操作敏感度を掛け
ることにより、フォーカスレンズ７の駆動量を算出する。駆動量は前眼部撮影の場合はａ
ｐ、眼底撮影の場合はｂｐとなる。
【００３８】
　次にステップＳ１６に進み、ステップＳ１５で算出したフォーカスレンズ７の駆動量に
従い、駆動回路１３を介してアクチュエーター１４を駆動することでフォーカスレンズ７
を駆動する。そしてステップＳ２に戻る。
【００３９】
　以上説明した動作により、前眼部撮影時の操作敏感度を眼底撮影時の操作敏感度より大
きくすることで、フォーカスダイヤル２１の操作角に対応する前眼部撮影時と眼底撮影時
のフォーカス動作の操作感をほぼ同じにすることができ、操作性を改善することが出来る
。即ち、本発明では、制御部１０においてフォーカス制御部として機能するモジュール領
域により、撮影モード選択手段により選択された撮影モードに応じて、フォーカス操作手
段におけるフォーカス操作量に応じたフォーカス駆動手段によるフォーカスレンズの駆動
量を変更することにより、操作性の改善を図っている。前述した敏感度ａ、ｂは、本発明
におけるフォーカス操作手段の、フォーカス操作量に応じたフォーカスレンズ駆動手段に
よるフォーカスレンズ駆動量決定の際に用いる係数に対応し、制御部１０において記憶手
段として機能するモジュール領域により記憶される。また、用いる係数の決定は、同制御
部１０において係数設定手段として機能するモジュール領域により実行される。
【００４０】
　本実施例ではフォーカスレンズ７を駆動するアクチュエーター１４として、ステッピン
グモーターを使用した例を示した。アクチュエーターとしてはＤＣモーター等を使用する
ことも可能である。その場合、フォーカスレンズの位置検出用にリニアエンコーダーやポ
テンショメーターを使用し、リニアエンコーダーからのパルス数やポテンショメーターの
位置を示す電圧値をＡ／Ｄ変換した値とフォーカスダイヤル２１の操作量を退避させて操
作敏感度とすることが出来る。
【００４１】
　また、フォーカス操作部材として、ダイヤルではなく、トラックボールやレバーなどを
使用することができるのも言うまでもない。
【００４２】
［実施例２］
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　前眼部撮影では、検者によって主関心領域が異なるが、特定の検者はその検者特有の一
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定の条件で撮影を行う傾向がある。その場合は、前眼部撮影時に可動可能な全フォーカス
範囲を必ずしも使用するわけではなく、ある特定のフォーカス範囲を細かく合わせられる
方が使い勝手が良い。
【００４３】
　第２の実施形態はその点を考慮した実施例であり、前眼部撮影時の操作敏感度を、粗調
と微調の少なくとも２種類切り替え可能なように構成した実施例である。
【００４４】
　以下、図４を使って第２の実施形態を説明する。図４は第２の実施形態の眼科撮影装置
の構成を示す図である。図４で、図１に示した構成と同じ部分については図１と同じ番号
を付し、説明を省略する。
【００４５】
　本実施例では前眼操作量敏感度切り替えスイッチ２３を制御部１０に対して追加してい
る。前眼操作量敏感度切り替えスイッチ２３を操作することで、前眼部撮影操作敏感度を
粗調と微調の２種切り替え可能としている。
【００４６】
　図５は、第２の実施形態の、フォーカスレンズ７の撮影光軸方向についてのメカニカル
な可動範囲と、眼底撮影時のフォーカスに使用する範囲、および前眼部撮影時のフォーカ
スに使用する範囲との関係を模式的に説明する図である。
　前眼部撮影操作敏感度を粗調にした場合と微調にした場合のフォーカスレンズ駆動範囲
の大きさの違いを模式的に表している。
【００４７】
　次に第２の実施形態の動作について図６を使って説明する。
　図６は実施例２の眼底カメラの動作を説明するフローチャートである。図３と同一動作
を表すステップには同一番号を付し説明を省略する。
【００４８】
　図３との違いは、フォーカスダイヤル２１の操作を検出するステップS１０から、前眼
部撮影状態かどうかの判定を行うステップＳ１２に進み、前眼部撮影状態として進むステ
ップＳ１７以降にある。
【００４９】
　ステップＳ１７では前眼操作量敏感度切り替えスイッチ２３の状態を検出することで、
前眼部撮影操作量敏感度が粗調の設定になっている場合はステップＳ１８に進み、前眼部
撮影操作敏感度として粗調敏感度を設定し、ステップＳ１５に進む。
【００５０】
　また、前眼部撮影操作量敏感度が微調の設定になっている場合はステップＳ１９に進み
、前眼部撮影操作敏感度として微調敏感度を設定し、ステップＳ１５に進む。
　このように前眼操作量敏感度切り替えスイッチ２３により、前眼部撮影操作敏感度を粗
調と微調の２種切り替えることができる。
【００５１】
　第２の実施形態では、前眼部撮影操作敏感度を複数持つことにより、多数の検者のニー
ズに応えることが出来るという効果がある。
　ここでは前眼部撮影時の操作敏感度として、粗調と微調の２種の操作敏感を持つ実施例
を説明したが、３種以上の操作敏感度を用意して、前眼操作量敏感度切り替えスイッチ２
３で切り替えるようにしていいことは言うまでもない。
【００５２】
［実施例３］
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。
　第２の実施形態で説明したように、前眼部撮影では、特定の検者はその検者特有の一定
の条件で撮影を行う傾向がある。このため、前眼部撮影のフォーカス範囲を検者が自分で
設定可能にすれば、さらに使い勝手を向上することができる。第３の実施形態はそのよう
に構成した実施例である。
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【００５３】
　以下、図７を使って第３の実施形態を説明する。図７は第３の実施形態の眼科撮影装置
の構成を示す図である。図７で、図１、図４に示した構成と同じ部分については図１、図
４と同じ番号を付し、説明を省略する。
【００５４】
　本実施例では前眼フォーカス位置設定スイッチ２４と前眼フォーカス位置復帰スイッチ
２５を制御部１０に対して追加している。
　前眼部撮影状態で前眼フォーカス位置設定スイッチ２４が操作されると、制御部１０は
操作時点の前眼フォーカス位置を記憶する。
【００５５】
　また、前眼部撮影状態で前眼フォーカス位置復帰スイッチ２５が操作されると、制御部
１０は、前眼フォーカス位置が記憶されている場合、記憶されている前眼フォーカス位置
を呼び出し、フォーカスレンズ７を記憶されている前眼フォーカス位置に移動させる。こ
のフォーカスレンズが停止している光軸上の位置であるフォーカス位置は、制御部１０に
おいてフォーカス位置記憶手段として機能するモジュール領域により記憶される。また、
該フォーカス位置をフォーカス位置記憶手段より呼び出し且つ該フォーカスレンズを呼び
出されたフォーカス位置に復帰させるフォーカス位置復帰手段として機能するモジュール
領域により実行される。
【００５６】
　また、その場合、マニュアルフォーカスの操作敏感度を微調用に設定することで、呼び
出した前眼フォーカス位置前後のマニュアルフォーカス調整を細かくやりやすくするよう
にしている。
【００５７】
　図８は、第３の実施形態の、フォーカスレンズ７の撮影光軸方向についてのメカニカル
な可動範囲と、眼底撮影時のフォーカスに使用する範囲、および前眼部撮影時のフォーカ
スに使用する範囲との関係を模式的に説明する図である。
【００５８】
　前眼フォーカス位置設定が行われている場合、その位置に応じて微調敏感度が設定され
て、フォーカスレンズ駆動範囲が変わることを示している。
【００５９】
　次に第３の実施形態の動作について図９を使って説明する。
　図９は実施例３の眼底カメラの動作を説明するフローチャートである。図３、図６と同
一動作を表すステップには同一番号を付し説明を省略する。
【００６０】
　ステップＳ１０でフォーカスダイヤル２１の操作でなかった場合は、ステップＳ２０に
進む。
　ステップＳ２０では操作されたスイッチが前眼フォーカス位置設定スイッチ２４である
か否かを判断する。前眼フォーカス位置設定スイッチ２４であった場合はステップＳ２１
に進み、現在のフォーカスレンズ７の位置を前眼フォーカス位置として制御部１０内のメ
モリに記憶する。そしてステップＳ２に戻る。
　ステップＳ２０で、操作されたスイッチが前眼フォーカス位置設定スイッチ２４でなか
った場合はステップＳ２２に進む。
【００６１】
　ステップＳ２２では操作されたスイッチが前眼フォーカス位置復帰スイッチ２５である
か否かを判断する。前眼フォーカス位置復帰スイッチ２５であった場合はステップＳ２２
に進み、設定されている前眼フォーカス位置を制御部１０のメモリ内から呼び出し、その
前眼フォーカス位置にフォーカスレンズ７を駆動回路１３、アクチュエーター１４を介し
て動かす。そして、ステップＳ２に戻る。
【００６２】
　ステップＳ２２で、操作されたスイッチが前眼フォーカス位置復帰スイッチ２５でなか
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２に戻る。
【００６３】
　さらに、ステップＳ１２で現在前眼部撮影状態である場合は、ステップＳ２４に進む。
ステップＳ２４では、前眼フォーカス位置設定がされているかどうかを判断する。されて
いない場合は、ステップＳ１７に進み、第２の実施形態で説明したのと以下同じ動作とな
る。前眼フォーカス位置設定がされている場合は、ステップＳ１９に進み、自動的に操作
敏感度はフォーカス位置微調整用である微調敏感度に設定される。
【００６４】
　以上、説明したように第３の実施形態では、検者による前眼のフォーカス位置設定とそ
の呼び出しを可能にし、フォーカス位置設定を呼び出した際には自動的に操作敏感度を微
調敏感度に設定にすることで使い勝手を向上させている。
　また、前眼のフォーカス位置設定がされていない場合は、操作敏感度を粗調敏感度に設
定することで前眼部撮影時の広いフォーカス範囲に対応させている。
【００６５】
　以上、説明したように本発明では前眼部撮影時と眼底撮影時のマニュアルフォーカスの
操作性を向上することが可能である。
　なお、本発明は実施例において説明した内容に限定されるものではなく、特許請求の範
囲内において種々の変形等が可能である。
【００６６】
（その他の実施例）
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。
【符号の説明】
【００６７】
　１　観察光源
　６　撮影光源
　７　フォーカスレンズ
　８　撮像部
　１０　制御部
　１４　アクチュエーター
　１６　駆動回路
　１８　視度補正レンズ
　１９　レリーズスイッチ
　２０　眼底撮影・前眼部撮影切り替えスイッチ
　２１　フォーカスダイヤル
　２２　操作量検出部
　２３　前眼操作量敏感度切り替えスイッチ
　２４　前眼フォーカス位置設定スイッチ
　２５　前眼フォーカス位置復帰スイッチ
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              特開２０１２－０５０５８８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０９５９０４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１０８９０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０１０１１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－０５０６２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－０７５３６２（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０２６８１６１（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２００５／０１５１９２８（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｂ　３／００－３／１８　　　　
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